
 

会議録 

 

会議名 第15回 四国中央市都市計画審議会 

開催日時 
平成30年9月27日（木） 

午後1時30分から午後2時30分 

開催場所 四国中央市消防防災センター5階 501会議室 

出席者 
委員 10名（委員14名の内） 

市   市長、建設部長、事務局（都市計画課5名） 

傍聴者 
一般 0名 

報道関係者 0名 
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1.開会  

 

2.市長あいさつ 

 

3.委嘱状交付 

 

4.会長選任 

  委員の互選により、井川髙幸委員が会長就任 

  会長の指名により、会長の職務代理は岸良一委員 

 

5.会長あいさつ 

 

6.議事 

【議案】1.四国中央都市計画道路の変更について 

 

(事務局より議案説明) 

 

(会長) 

本件について質問等はないか。 

(委員) 

住民説明会では、どのような意見が出されたか。 

(事務局) 

平成29年度の見直し方針策定時と、今年度の都市計画決定手続きのなかで

住民説明会を開催したが、道路の廃止に対する反対意見は無かった。廃止路

線上に土地を所有している参加者からは、鉄筋コンクリート造の家が建築で

きることを歓迎する意見を頂いた。 

(委員) 

 廃止と合わせて、新設の計画はないのか。 

(事務局) 

 今回の見直しは、愛媛県都市計画道路見直しガイドラインに基づき行っ

た。ガイドラインは、現在決定している都市計画道路の中の、長期未着手路

線の必要性について総合的に見直し検討を行うこととなっており、検討の結

果9路線が廃止候補となった。 

9路線廃止後の交通量の推計値などをもとに、将来の道路交通の混雑度等の

検証も行ったが、支障がないという結果となったため、路線新設の計画はし

ていない。 

(委員) 

 昨日、交通量調査を実施しているのを見かけたが、今回の見直しと関係が

あるのか。 

(事務局) 

 事業中の都市計画道路、塩谷小山線の区間整備完了後の事業評価のための

交通量調査であり、今回の見直しと関連したものではない。 

(委員) 

 長期未着手となっていた理由はなにか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(事務局) 

 都市計画道路は、主に市街地での新設又は現道を拡幅する道路整備事業で

あり、用地費や建築物等の物件保障に莫大な予算が必要であるため、一度に

多くの路線整備が出来ない。 

現在、川之江町の塩谷小山線の整備を進めているが、3年ほど前には、三島

小学校東側の中曽根三島港線の事業が完了し、国道11号線と11号バイパスが

街路で結ばれたところであり、徐々にではあるが整備を進めている。 

(委員) 

 見直しを行う際の、交通量調査はどのように行われたのか。 

(事務局) 

 国土交通省が公表している道路交通センサスの数値を活用したが、合わせ

て、7地点で実際に交通量調査を行いセンサスのデータを補った。 

(委員) 

時代の流れの中で、都市計画道路の必要性が低下し廃止になるのは仕方が

ないが、ここまで市の紙産業が発展するのには、大型トラックなどによる流

通が大きな役割を果たしてきたし、現在も大型トラックが数多くまちなかを

走っている。産業の発展のためには、輸送路としての街路整備は今後も必要

ではないか。 

(事務局) 

 今回の見直しにおいて、国道11号線や11号バイパス、JR川之江駅から 

JR伊予三島駅までの路線など、市の流通に欠かせない動脈となるような主要

な路線については廃止候補になっていない。これは、将来にわたり交通需要

があり、必要な路線であるという検証結果が出ているからである。   

今回、存続候補となった路線のうち、流通に欠かせない主要な路線の多く

は国道や県道であるため、国や県に対して整備の要望を今後も継続して行い

たい。 

(委員) 

土木事務所としても、他の地域に比べ大型車の混入率が非常に高いと認識

している。現在、中央村松線の改良を行っているが、様々な整備手法により

徐々にではあるが県道整備を進めている。また、本庁に対しても、管内の状

況を伝え整備の要望をしている。 

(委員) 

今回廃止をしたが、例えば10年20年先に強い要望があった場合、廃止路線

がもう一度都市計画道路として決定される可能性はあるのか。 

(事務局) 

都市計画道路の見直しについては、都市計画道路網全体の検証が行われる

ため、要望がある路線についてのみ検討されるものではないが、将来の見直

しの際に、新設の要望を踏まえた検討が行われ、都市計画道路網の中で当該

路線の必要性が認められれば、都市計画決定される可能性はあると思われ

る。 

(会長) 

他に意見が無ければ、四国中央都市計画道路の変更について、異議はない

か諮ることとする。 

(委員一同) 

異議なし。 

(会長) 

「異議なし」の答申を行うこととする。 

 

7.その他 

県決定による都市計画道路の変更について 

 

(事務局より説明) 

 

8.閉会 

建設部長あいさつ 

 


